
江府町告示第25号

令和元年６月４日

江府町長 白 石 祐 治

第３回江府町議会６月定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 令和元年６月10日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

森 田 哲 也 川 端 登志一 阿 部 朝 親

川 上 富 夫 空 場 語 三 好 晋 也

三 輪 英 男 上 原 二 郎 長 岡 邦 一

川 端 雄 勇

○応招しなかった議員

な し
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第３回 江 府 町 議 会 ６ 月 定 例 会 会 議 録 （第１日）

令和元年６月10日（月曜日）

議事日程

令和元年６月10日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第１号 平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て

日程第５ 報告第２号 平成３０年度江府町下水道等事業会計予算繰越計算書について

日程第６ 議案第46号 専決処分した事項の承認について（江府町税条例の一部を改正する

条例）

日程第７ 議案第47号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第８ 議案第48号 専決処分した事項の承認について（江府町介護保険条例の一部を改正す

る条例）

日程第９ 議案第49号 江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第10 議案第50号 令和元年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第51号 令和元年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）

日程第12 議案第52号 令和元年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正

予算（第１号）

日程第13 議案第53号 令和元年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第１号）

日程第14 議案第54号 令和元年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予算

（第１号）

日程第15 議案第55号 令和元年度江府町下水道等事業会計補正予算（第１号）
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日程第16 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 森 田 哲 也 ２番 川 端 登志一 ３番 阿 部 朝 親

４番 川 上 富 夫 ５番 空 場 語 ６番 三 好 晋 也

７番 三 輪 英 男 ８番 上 原 二 郎 ９番 長 岡 邦 一

10番 川 端 雄 勇

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 下 垣 吉 正

説明のため出席した者の職氏名

町長 白 石 祐 治 副町長 影 山 久 志

教育長 富 田 敦 司 総務総括課長 池 田 健 一

住民課長 日野尾 泰 司 農林産業課長 川 上 良 文

建設課長 小 林 健 治 教育課長 加 藤 邦 樹

福祉保健課長 生 田 志 保 企画財政担当課長 松 原 順 二

商工観光担当課長 末 次 義 晃 会計管理者 藤 原 靖

午前１０時００分開会

○議長（川上 富夫君） おはようございます。本日の欠席通告はございません。全員出席であり

ます。

これより、令和元年第３回江府町議会６月定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。

地方自治法第１２１条の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配付した報告

書のとおりであります。
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なお、日程に先立ち、傍聴の方にお願いいたします。傍聴規則に従い傍聴いただきますようお

願いをいたします。

直ちに議事に入ります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（川上 富夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２５条の規定により、議長において、５番、空場語議員、６番、三好晋也議員の両名を

指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（川上 富夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開催され審議された結果、議会運営委員長からお手元に配付のとおり

答申を受けたのでお諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より６月１４日までの５日間と

いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、会期は５日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。初めに、議長報告を行います。３月

議会以降の議員派遣の報告並びに議会活動は、お手元に配付しました議会活動報告のとおりであ

り、説明を省略しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書及び、定期監査報告書が議長の手元に提

出されております。詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告していただき

ます。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） ６月議会にあたりまして行政報告をさせていただきます。お手元に行政

報告という資料が配付されていると思いますけれども、従来ですと逐一報告をしておりましたが、

特に補足説明が必要なものがあるもののみ報告をさせていただきます。
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１ページ目でございますけれども消防の欄があります。これはちょっと記載が無いんですが、

きのう、第６１回の鳥取県西部消防ポンプ操法大会がございまして、第１分団が小型ポンプ、第

２分団がポンプ車、いずれも優勝ということで７月７日も県大会に出場ということになりました。

議員の皆様の応援もいただきましてありがとうございます。県大会におきましてもよろしくお願

いしたいと思います。

続きまして、６ページをお願いいたします。６ページの１番下でございます、６月５日に日野

町江府町日南町衛生施設組合の臨時議会が開催されました。そこで、新しい議長、副議長が決ま

りました。新しい議長は、日野町議会の竹永議員でございます。副議長は、日南町議会から選出

された大西議員でございます。以上でございます。

めくっていただきまして、７ページでございます。中程の所に５月２１日というのがございま

す。第１回江府町小中一貫教育推進検討委員会ということで、検討会が開かれております。これ

につきましては、議事録を町のホームページの方に記載しておりますので、ご覧いただければと

思います。そして次回この会議は、６月２８日１９時３０分から防災情報センターの方で開催い

たしますので、よろしければ見に来ていただければと思います。

最終９ページをお願いいたします。５月１６日明徳学園で講師をさせていただきました。内容

について若干触れますと、行財政方針とリンクさせる形で平成の時代の町報の表紙を全部スライ

ドで流しまして、平成の時代を振り返ったというようなお話をさせていただきました。非常に簡

単でございますけれども、後は資料の方をお読みいただければと思います。以上で行政報告の方

を終わらせていただきます。

○議長（川上 富夫君） ただ今の報告について、ご質問があればお受けいたします。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので次に移ります。日程第３、諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第４ 報告第１号 から 日程第５ 報告第２号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第１号、平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越

明許費繰越計算書についてから、日程第５、報告第２号、平成３０年度江府町下水道等事業会計

予算繰越計算書について、以上２件を一括議題といたします。

町長から、報告を願います。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。
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○町長（白石 祐治君） 報告第１号でございます。平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰

越明許費繰越計算書についてでございます。本報告は、平成３０年度において実施予定でありま

した江府町新庁舎建設工事設計委託業務他１５事業、１億５，９４２万９千円を令和元年度で実

施することといたしたものでございます。地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により議会

に報告いたします。

続きまして、報告第２号でございます。平成３０年度江府町下水道等事業会計予算繰越計算書

についてでございます。本報告は、平成３０年度において実施予定でありました、処理場建設改

良事業費１，７５７万３，２８０円を令和元年度で実施することといたしたものでございます。

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、議会に報告をいたします。なお、内容の詳細につ

きましては、主管課長より説明させますのでお聞き取りのほどよろしくお願いいたします。以上

でございます。

○議長（川上 富夫君） 報告を求めます。

松原財政担当課長。

○企画財政担当課長（松原 順二君） 失礼いたします。報告第１号、平成３０年度鳥取県日野郡

江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について説明させていただきます。議案書を１枚おはぐり

ください。Ａ４の横で事業名それから財源内訳を記載している表を付けております。財源内訳と

いたしましては、国費３，４１６万２千円、県費２，７２５万３千円、地方債７，０８０万円、

その他これにつきましては主に地元負担金ですが、７７６万９千円となっております。それぞれ

の事業の財源内訳は、事業名の裏に記載しておりますので詳しくはこちらをご覧いただければと

思います。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 次に小林建設課長。

○建設課長（小林 健治君） 失礼いたします。議案書の方をご覧ください。報告第２号、平成３

０年度江府町下水道等事業会計予算繰越計算書についてご説明を申し上げます。１枚おはぐりく

ださい。予算の繰り越しにつきましては、地方公営企業法第２６条第１項の規定によりまして、

改良に要する経費の内、年度外に支払い義務が生じた場合、その額を翌年度に繰り越して使用出

来るとなっております。川筋地区農業集落排水を江尾処理区の公共下水道に統合するための川筋

地区の処理場改良事業１，７５７万３，２８０円の年度内完了が出来なくなり、令和元年度に予

算を繰り越すものでございます。内容は、電気機械等の計装設備に伴うものでございます。以上

でございます。

○議長（川上 富夫君） 以上詳細説明が終了いたしました。
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日程第４、報告第１号から、日程第５、報告第２号まで以上２件は、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により報告のみでありますが、この際質疑があればお受けいたします。

先ず、報告第１号、平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について

ございませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

続いて、報告第２号、平成３０年度江府町下水道等事業会計予算繰越計算書について質疑があ

れば行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

以上、２件の報告は終了いたしました。

・ ・

日程第６ 議案第４６号 から 日程第１５ 議案第５５号

○議長（川上 富夫君） 日程第６、議案第４６号、専決処分した事項の承認について（江府町税

条例の一部を改正する条例）から日程第１５、議案第５５号、令和元年度江府町下水道等事業会

計補正予算（第１号）まで以上、１０議案を一括議題とします。

町長から、提案理由の説明を求めます。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第４６号から第４８号までの３議案につきましては、緊急を要し議

会を招集する時間的余裕が無いため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定により議会に報告いたします。

議案第４６号でございます。専決処分した事項の承認について（江府町税条例の一部を改正す

る条例）でございます。本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成３１年４月１日から施

行されたことに伴い、江府町税条例の所要の改正をいたすものでございます。

議案第４７号でございます。専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）でございます。本案は、国民健康保険施行令の一部が改正され、平成３１

年４月１日から施行されたことに伴い、江府町国民健康保険税条例の所要の改正をいたすもので

ございます。

続きまして、議案第４８号でございます。専決処分した事項の承認について（江府町介護保険
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条例の一部を改正する条例）でございます。本案は、介護保険法施行令の一部を改正する政令が

公布され、消費税率１０％への引き上げに合わせて、低所得者の保険料軽減強化を行うこととな

ったため、江府町介護保険条例の所要の改正をいたしたものでございます。

続きまして、議案第４９号でございます。江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正についてでございます。本案は、江府町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例に定める非常勤特別職の報酬について、公職選挙法の改正に

伴い、選挙長等の報酬の改正を行うものでございます。地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により議会の議決を得たく提案いたすものでございます。

続きまして、議案第５０号でございます。令和元年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算

（第１号）でございます。本案は、令和元年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額に歳入歳

出それぞれ４，９３０万７千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４０億４，２３０万７

千円といたすものでございます。

続きまして、議案第５１号でございます。令和元年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

２３５万７千円を追加し、予算総額を３億３，７２８万６千円といたすものでございます。歳出

における主な補正の内容は、総務費４３万７千円、保険給付費１９２万円の増額。これは、シス

テム改修に伴う事務費、退職者療養給付費の見込み増によるものです。歳入において、県支出金

２３２万５千円の増。これは、システム改修に係る交付金、退職者医療給付に係る交付金でござ

います。繰入金３万２千円の増。これは事務費に係る一般会計繰入金でございます。

続きまして、議案第５２号でございます。令和元年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会

計（施設勘定）補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

１０万円を追加し、予算総額を２億３，２０４万８千円といたすものでございます。歳入におけ

る補正は、寄付金１０万円の増額。これは、俣野診療所運営に対する寄付金でございます。歳出

における主な補正内容は、総務費３２９万８千円の減額。これは人件費減によるもの、医業費３

７万８千円、地区診療所費１１３万２千円の増。これは歯科備品の老朽化による更新、俣野診療

所利用者に係る医療機器賃借料でございます。

続きまして、議案第５３号でございます。令和元年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会

計（保険事業勘定）補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それ

ぞれ６６万５千円を追加し、予算総額を５億９，４７５万５千円といたすものでございます。歳

出において、総務費６９万７千円、保険給付費２０万円の増、主な内容は、システム改修に係る
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委託料、高額医療介護合算サービス費の増に係るものでございます。地域支援事業費３万２千円

の減、これは人事異動等にかかる人件費でございます。歳入において、保険料２６６万円の減、

これは低所得者保険料軽減に係るもので、繰入金３３２万５千円の増額は、この軽減に係るもの

及び事務費に係る一般会計繰入金でございます。

続きまして、議案第５４号でございます。令和元年度鳥取県日野郡江府町介護保険施設特別会

計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６７万１千

円を追加し、予算総額を５，５８１万５千円といたすものでございます。補正いたします内容は、

あやめの給湯器更新に係る修繕費で、歳入は町債及び一般会計繰入金によるものでございます。

続きまして、議案第５５号でございます。令和元年度江府町下水道等事業会計補正予算（第１

号）でございます。本案は、収益的収支につきましては、下水道事業収益１，０５６万９千円を

増額、また下水道事業費用９３３万７千円を増額し、補正後の予算額をそれぞれ下水道事業収益

１億５，２０６万５千円、下水道事業費用２億２，９１０万７千円といたすものでございます。

補正いたします主な内容は、国道１８１号の改良に伴う施設の移転補償工事の増額、人事異動に

伴う人件費の減額によるものでございます。以上、一般会計・特別会計・公営企業会計補正予算

６議案につきましては、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、議会の議決を得たく提

案いたすものでございます。ご審議ご承認いただきますようお願いいたします。なお、議案第４

６号から第５０号まで５議案の内容の詳細につきましては、主管課長より説明させますが、議案

第５１号から第５５号までの５議案につきましては、主管課長の詳細説明を省略させていただき

ます。以上よろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 議案第４６号から議案第５０号まで、順次、所管課長より議案の詳細説

明を求めます。

日野尾住民課長。

○住民課長（日野尾泰司君） 失礼いたします。そうしましたら、議案第４６号、専決処分した事

項の承認について（江府町税条例の一部を改正する条例）説明をいたします。本案は、地方税法

の一部を改正する法律が同年３月２９日付で交付されたことに伴い、江府町税条例の一部改正を

専決処分し、平成３１年度の税制改正に対応するものでございます。そうしますと、議案書を２

枚おはぐりください。本案の議案書１ページになります。新旧対照表の右側が改正前、左側が改

正後でございます。主要な改正としましては、大きく２点ございます。１点目は、個人町民税に

関する改正としまして、寄付金税額控除の見直しによる規定整備を行うものでございます。まず、

議案書１ページ目条例第３４条の７において、特別控除額の措置対象を特例控除対象給付金とす
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る規定の整備を行うべく、まず改正前の下線部分においては、法第３１４条の７第１項とある部

分を改正後は、同項に改正、また改正前の方で同項第１号に掲げる寄附金とある部分を改正後で

は、同条第２項に規定する特別控除対象寄附金と改正するものでございます。続きまして、議案

書の３ページ目をご覧ください。３ページ目の中段の所に附則第９条があります。この９条にお

いても条文の中段の下線部分における引用条項について改正を行うとともに、この条文の下から

８行目６行目の辺りにあります下線部分、地方団体に対する寄附金とある部分を特例控除対象寄

附金と改正するものでございます。これにつきましては、４ページ目の第９条の２がありますが、

こちらの条文においても同等の改正を行うものでございます。続きまして、議案書１ページにお

かえりください、個人住民税の住宅借入金特別税控除、住宅ローン控除でございますが、これの

拡充に係る改正としまして、附則第７条３の２におきまして、適用期間を平成４１年度とある部

分を改正後平成４５年度までといたします。その下の部分につきましては、併せて条項の改正を

するものでございます。また、議案書２ページにおきましては、住宅借入金等特別税額控除の申

告要件の廃止として同条３の２の２において、関係条文の削除を行うものでございます。続きま

して、主要な改正の２点目としまして軽自動車税の改正を第１条改正から第３条改正の３段階で

改正をするものでございます。第１条改正としましては、議案書の９ページの中段にあります軽

自動車税の種別割の税率の特例に係る附則第１６条について改正後の本条文を文頭の下線部分の

通り、引用条項を新たに挿入します。続いて２行目下に改正後としまして、平成３１年度分の軽

自動車税の文言を挿入し、軽自動車税のグリーン特例の経年重課を平成３１年度に限ったものと

するものでございます。併せて同条第２項から議案書１０ページの４項までを全文削除し、平成

２９年度分の経過について削除するものでございます。第２条改正としまして、議案書１７ペー

ジ以降１８ページの附則第１６条の第２項から第４項及び１９ページから２０ページにあります、

１６条の２から第１項から第３項までの下線部分を挿入し、平成３２、３３年度分の経過に係る

条項を新設します。そして最後に３条改正としまして、議案書２１ページにおきまして附則第１

６条の１の第５項の条項を新たに挿入します。附則としまして、専決処分しましたのは、平成３

１年３月３１日。施行日は、平成３１年４月１日でございます。以上が議案第４６号の説明でご

ざいます。

続きまして、議案第４７号、専決処分した事項の承認について説明をいたします。本案は、国

民健康保険法施行令の一部を改正する政令の交付に伴い、江府町国民健康保険税条例の一部改正

を専決処分し、平成３１年度の税制改正に対応するものでございます。１枚おはぐりください。

改正の主要内容につきまして説明します。議案の１ページ目になりますが、新旧対照表の右側が
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改正前、左側が改正後でございます。まず、条例の第２条第２項及び新旧対照表の中段にありま

す１５条第１項につきまして、課税限度額を現行５８万円とある部分を６１万円と改正するもの

でございます。続きまして、減額対象となる所得基準の改正に伴い、１ページの下段にあります

１５条第１項の２につきまして５割軽減対象の現行２７万５千円とある部分を２８万円に改正、

また、２ページ目の上段の同条第１項３につきまして、２割軽減対象を現行５０万円とある部分

を５１万円と改正するものでございます。附則としまして、専決処分しましたのは、平成３１年

３月３１日、施行日は３１年４月１日でございます。以上、議案第４７号の説明でございます。

○議長（川上 富夫君） 次説明を求めます。

福祉保健課長、生田君。

○福祉保健課長（生田 志保君） 失礼します。議案第４８号、専決処分した事項の承認について

ご説明を申し上げます。本案は、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴

いまして、江府町介護保険条例の一部改正を専決処分し、消費税増税に係る低所得者への軽減強

化に対応するものでございます。議案書の１ページ新旧対照表をご覧ください。改正の概要につ

いて説明させていただきます。新旧対照表の右側が改正前、左側が改正後です。この第２条第１

項は、第１号から９号までで介護保険料９段階の第７期中のそれぞれの額を定めたものですが、

右側が改正前におきまして第２項は従前から実施している第１段階の方の軽減です。これを左側

の改正後で更に強化するものです。同様に第３項第４項は、新しく９段階のうちの第２段階第３

段階の軽減強化を規定いたすものです。附則といたしまして、専決処分日は、平成３１年３月３

１日。平成３１年４月１日から施行するものです。説明は以上です。

○議長（川上 富夫君） 次、求めます。

池田総務総括課長。

○総務総括課長（池田 健一君） 失礼いたします。議案第４９号についてご説明をいたします。

１枚おはぐりください。本案は、公職選挙法の改正に伴いまして、選挙の投開票に関わっていた

だく特別職の報酬等を町条例を改正するものでございます。右側が改正前、左側が改正後となっ

ております。変更いたします内容は、以下の７区分の報酬額を左の改正後に改正いたすものでご

ざいます。日額で１００円から２００円の増額というふうになっております。附則といたしまし

て、この条例は公布の日から施行するものでございます。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 次、求めます。５０号補正予算。

松原財政担当課長。

○企画財政担当課長（松原 順二君） 失礼します。議案第５０号、令和元年度鳥取県日野郡江府
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町一般会計補正予算（第１号）についてご説明させていただきます。議案書の１ページ目をご覧

いただければと思います。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ４，９３０万７千円を

追加補正いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４０億４，２３０万７千円とするもので

ございます。まず、歳入のほうから説明させていただきます。１ページの第１表、歳入歳出予算

補正をご覧ください。主なものだけ説明させていただきます。歳入７０番．国庫支出金でござい

ます。まず、国庫負担金といたしまして、１３３万円の補正でございます。こちらにつきまして

は、介護保険の低所得者保険料負担金といたしまして、国から入ってくるお金でございます。次

に、国庫補助金５６９万円でございます。こちらの方は消費税対策といたしまして、増税対策と

しましてプレミアム付き商品券交付事業の負担金２９９万３千円、子ども・子育て支援事業費補

助金２６０万９千円を国から補助金をいただきますので、これも補正でございます。続きまして、

７５番．県支出金でございます。こちらは、４８３万４千円の補正でございます。内訳としまし

て、こちらも先程と同じなんですけども、負担金といたしまして介護保険料軽減分、県分が６６

万５千円でございます。県補助金といたしましては４２３万１千円につきましては、こちらは移

住定住、お試し住宅の交付金整備事業の負担金としまして２５０万円、もう一つがワイヤーメッ

シュの整備費、購入費の負担金としまして、１７３万１千円併せまして４２３万１千円の補正で

ございます。９０番の繰入金につきましては、１，２７９万１千円でございます。こちらは新庁

舎建設事業費の設計それから農業集落排水、下水道の移転工事に伴います現行分を費用として繰

入金としまして１，２７９万１千円、新庁舎建設事業基金繰入金として入れております。９５番.

繰越金でございます。こちらは、１，６０１万円でございます。１００番．諸収入でございます。

こちらは、雑入としまして、３０２万５千円でございます。こちらの内訳は、主には先程説明し

ましたワイヤーメッシュを地元負担金あるいはこの後説明させていただきます、建設工事の地元

負担金といったものでございます。１０５番．町債、５６０万の補正でございます。こちらにつ

きましては起債です。過疎債を充当しております。内訳は町道助沢線の設計委託料でございます。

はぐっていただきまして、歳出のほうを説明させていただきます。２ページ目３ページ目をご覧

ください。こちらも主なもののみ説明させていただければと思います。総務費でございます、そ

の内総務管理費１，８７９万２千円の補正でございます。こちらにつきましては、この度の４月

の人事異動につきまして人件費が動いておりまして、人件費の補正が１，０５９万１千円となっ

ております。その他には、新庁舎建設事業に伴います外溝設計の委託料３２０万、それから記念

碑の移転工事として１８０万、併せまして５００万の事業。もう一つが移住定住促進対策事業と

いうことでお試し住宅の整備費の補正ということで３０１万円の補正になっております。１５番
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の民生費の説明をさせていただきます。こちらは、マイナス５２４万５千円でございます。こち

らも主なものが人事異動に伴う人件費の削減でございます。款ごとには減額補正になっておりま

すが、内訳では老人福祉費、介護保険特別会計の繰り出し金、先程歳入の方で説明させていただ

きました介護保険料の低所得者の軽減事業のための３３２万５千円を追加補正させていただいて

おります。それからこちらも説明させていただきましたプレミアム商品券の交付事業２９９万３

千円、全額国費を充当する事業でございますが、こちらのほうもこの中には含まれておりますが、

相殺しましたかのような内訳となっております。続きまして、３０番の農林水産業費を説明させ

ていただきます。こちらのほうは、１，２２６万４千円の増額補正でございます。内訳につきま

しては、主なものがこちらも人事異動に伴いまして人件費の補正が８４７万６千円となっており

ます。それから細かい数字になりますが、市民農園が３カ月分しか当初予算に組んでありません

でしたので、管理費としまして８３万４千円を補正しております。それから主なところでは、林

業総務費のほうで先程歳入のほうでも説明させていただきましたワイヤーメッシュ、小原のほう

をさせていただくための補正ということで２５１万５千円を補正しております。併せましてこの

ような額になっております。４０番．土木費を説明させていただきます。こちらは２，０４５万

４千円の補正となっております。内訳につきましては、道路維持管理費といたしまして、先程最

後のほうで起債を説明させていただきましたが、町道助沢線の設計委託料５６７万円、それから

道路修繕工事請負費といたしまして町道の草刈り等の請負２５０万、それ以外に町道の補修３カ

所ということで４００万計上させていただいております。河川費につきましては４３４万５千円

の補正となっております。こちらは２カ所河川維持管理の工事費を挙げております。奥市川、柿

原の三谷川を計画しております。続きまして、教育費でございます。教育費につきましては２９

８万９千円の増額補正でございます。こちらにつきましては、主に人件費の補正でございます。

こちらも人件費の２３２万５千円の増額でございます。その他につきましては、集会所の補修工

事ということで３２万６千円といったものを計上しております。それで併せましてこのような額

になっております。以上簡単ですが、総額４，９３０万７千円の増額補正、併せまして４０億４，

２３０万７千円の補正予算になっております。続きまして、はぐっていただきまして、第２表、

地方債補正４ページ目をご覧いただければと思います。こちらは歳入歳出で説明させていただき

ました、町道助沢線の設計委託料５６０万円分を過疎債を受けて、過疎債で事業を実施させてい

ただくということになりまして、こちらの方の限度額をご提示させていただくものでございます。

５２０万補正いたしますので過疎債の対策事業費の限度額が２億９，１００万円となっておりま

す。併せまして、９億３，９９０万円の限度額とさせていただいております。これ以降の詳細に
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つきましては、５ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書に詳しく記載しておりますのでこ

ちらの方をご覧いただければと思います。以上簡単ですが説明させていただきます。

○議長（川上 富夫君） 以上提案理由説明が終了いたしました。

・ ・

日程第１６ 陳情書等の処理について

○議長（川上 富夫君） 続いて、日程第１６、陳情書等の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました陳情文書表のとおりであります。

おはかりします。陳情第３号、陳情第５号、陳情第６号の３件は、総務経済常任委員会に、陳

情第４号、陳情第７号の２件は教育民生常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって陳情の５件は、それぞれ所管の委員会に

付託することに決しました。会期中の審査をお願いいたします。

・ ・

○議長（川上 富夫君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了いたしました。

これをもって、散会とします。お疲れさまでした。

午前１０時４３分散会
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